
中信杯 第 58回「全京都学童軟式野球選手権大会」開催要項 

 

  学童を対象に、正しい軟式野球の指導と普及、育成を図る全京都学童軟式野球選手権大会を、下記のと

おり開催します。 

  この大会は、学童の体力増強と野球技術の向上をめざすとともに、日頃の練習の成果を発揮する場であ

ることを願って開催します。フェアプレイに徹したゲームを展開されることを期待します。 

2026年 4月 5日         （一社）京都府軟式野球連盟 

                 京都新聞 

           ＫＢＳ京都 

１．会 期 2026年 6月 27日（土）～8月 3日（月） 

  決勝戦・・8月 2日（日）・【 3日（月）予備日 】 

１．会 場 ○殿田グラウンド・・・・・・・南区東九条下殿田町【市バス九条車庫下車】 

     ○横大路グラウンド・・・・・・伏見区横大路下ノ坪【市バス南横大路下車】 

        ●決勝・・・・・・・・・・・・太陽が丘第一野球場 

１．参加資格 ①京都府軟式野球連盟学童部登録チームに限る。 

      ②新規登録料 1チーム年間 12,000円＾ 

新規個人登録料 1人 50円（参加申込書記載者全員） 

③京都府内に在住する、2026年 4月 2日現在で、小学 6年生以下で編成したチームである

こと。「夏季大会」ジュニアの部と二重に登録、参加はできない。 

１．競技規定 本大会の開催趣旨を遵守のうえ、原則同一支部内でチーム編成し、支部長承認を受けて出場

すること。 

ただし、国立及び私学チームを編成する場合は同一校のみで編成すること。 

① 各選手の在学校名及び学年は 2026年 4月 2日現在とする。 

➁チームは監督、コーチ、スコアラーと選手 10 名以上 25 名以内で編成すること。チーム

の代表者と監督、コーチは京都府内に在籍の社会人で、18 歳以上でなければならない。

また、うち 1 名以上が「JSBB 公認学童コーチ」の有資格者でなければならない。なお、

監督、コーチ、スコアラー、マネージャー、トレーナーは複数のチームを兼任できない。 

③チーム名は学校名をそのままつけることはできない。なお、チーム名が不適当な場合は、

大会本部がチーム名の変更を求めることができる。また、連合チームは簡素化したチー

ム名にし「連合」を付けること。 

④出場資格に違反が生じた場合は、次の試合の終了までに（最終試合の場合は試合終了後

１時間以内に）違反を証明する書類を添えて、大会本部へ異議の申し立てをすること。 

⑤大会中に不測の事故などトラブルが生じた場合、大会本部の決定に従わないチームは失

格とすることができる。 

⑥参加申込の際に不正登録したチームや、試合の際に登録外の不正選手を出場させたチー

ムは、直ちに失格になるとともに、そのチームの代表者、監督、コーチ、スコアラー、マ

ネージャー、トレーナーは今後１年間学童野球チームの代表者、監督、コーチ、スコア

ラー、マネージャー、トレーナーとして登録することはできない。 

⑦連合チームのユニフォームは、新規に統一ユニフォームを制作する経費負担増を考慮し、

背番号の重複のみを避け、元のチームのユニフォームでの大会出場を認める。 

⑧選手は保護者が出場を承認したものしか申し込みができない。また、健康診断は、各自

必ず受けておくこと。以上の処置は参加申し込みまでに代表者が責任をもって行うこと。

 ※肩・肘の検診を受診のこと。 

⑨会場における事故、災害、負傷等については応急処置を行うが以降の責任は負わない。 

※チームの代表者は選手に「スポーツ傷害保険」などの傷害保険に加入のうえ参加申し

込みをすること。 

⑩本大会は、指名打者ルールを使用することができる。（ただし二刀流選手を採用しない）  

１．参加料 1チーム  16，000円 

１．申し込み 登録・参加申込書様式（エクセル）を京軟連ＨＰからダウンロードのうえ必要事項をイン

プットし、4月 27日（月）までに（一社）京都府軟式野球連盟各支部指定のメールアドレ

スに送付のうえで参加申し込み願います。 

登録料及び参加料は下記の各支部窓口まで納付願います。 

 

  上北支部 京都市北区鷹峯黒門町 22        トーアスポーツ店内 

  中京支部 中京区薬屋町 577-4    藤塚 俊次 方 

  右京下南支部 向日市寺戸町芝山 3-34  テクノスポーツ店内 

                右京区嵯峨中山町 19       松山 伸次 方 

  左京支部 左京区岩倉三宅町 173-6  西村 治 方 

  東山支部 山科区西野山百々町 64-6  中本 博 方 

  西京支部 西京区大原野西境谷町 4-5-8 天花寺  努 方 

  伏見支部 伏見区向島庚申町 45 観月湯     山田順二 方 

  乙訓支部 向日市寺戸町蔵ノ町 19-6         島野夕起男 方 

  宇治支部 長岡京市東神足 1-3-10         岩崎  馨 方 

  城陽支部 綴喜郡宇治田原町緑苑坂 36-17   川野 清隆 方 

 亀岡支部 亀岡市吉川町穴川背戸田 29 亀岡市都市緑花協会内 

亀岡市軟式野球連盟 

  綾部支部 綾部市若竹町 8-1  綾部市役所内 佐々木知聡 方 

  福知山支部 福知山市和久市 254         福知山支部事務所 

  舞鶴支部 舞鶴市野村寺 361-1         亀井裕幸 方 

  宮津与謝支部 宮津市字浜町 3000 宮津市民体育館内 橋本知記 方 

  丹後支部 京丹後市弥栄町吉沢 882      竹部 文隆 方 

 

１．抽選会 5月 22日(金) 午後 2時から京都新聞社内で代理抽選により組み合わせを決定する。 

※特別規則ほか注意事項等は各支部より周知いたします。 

※開会式については別途案内いたします。 

１．賞 優勝チームに優勝旗（持ち回り）、準優勝チームに準優勝楯（持ち回り）、第３位 

チームには賞品ほかを贈る。 

 優勝・準優勝チームには、「第 50回近畿少年軟式野球大会」 

 （8月 29・30日：大阪府）の出場権が与えられる。 

１．後  援 京都府・京都市・京都府教育委員会・京都市教育委員会・京都府スポーツ協会・ 

  京都市スポーツ協会・京都市小学校スポーツ連盟（予定） 

１．協  賛 京都中央信用金庫 

大会参加にあたり別途連盟が定めるガイドラインを厳守のこと。 

【連絡先電話】  京都府軟式野球連盟事務局   075-671-6644 （平日の午前 10時～午後 5時） 

携帯電話 ① 090-3942-6550 ② 090-3942-8660 ③ 090-2598-2699 

・雨天の場合でも、グラウンドが使用可能な場合は、試合を行います。必ず、現地を確認してください。 

・大会の映像、写真、記事、記録等は、主催者および主催者が承認した第三者が大会運営および宣伝等の目

的で、大会プログラム､ポスター等の宣伝材料､テレビ､ラジオ､新聞、雑誌､インターネット等の媒体に掲載

することがあります。 



 中信杯 第 58回「全京都学童軟式野球選手権大会」開催要項 （ジュニア） 

 

  学童を対象に、正しい軟式野球の指導と普及、育成を図る全京都学童軟式野球春季大会（ジュニア）を、

下記のとおり開催します。 

  この大会は、学童の体力増強とチームプレイを通じて社会性を養い、あわせて地域住民の親睦の場とな

ることを願うもので、フェアプレイに徹した好試合が展開されることを期待します。 

2026年 4月 5日                    （一社）京都府軟式野球連盟 

京都新聞 

ＫＢＳ京都 

１．会 期 2026年 6月 27日（土）～8月 3日（月） 

  決勝戦・・8月 2日（日）【3日（月）予備日】 

１．会 場 ○殿田グラウンド・・・・南区東九条下殿田町【市バス九条車庫下車】 

  ○横大路グラウンド・・・伏見区横大路下ノ坪【市バス南横大路下車】 

  ●決勝・・・・・・・・・太陽が丘第一野球場 

１．参加資格 ①京都府軟式野球連盟学童部登録チームに限る。 

②新規登録料 1チーム年間 12,000円 

新規個人登録料 1人 50円（参加申込書記載者全員） 

③京都府内に在住する、2026年 4月 2日現在で、小学 4年生以下で編成したチームである

こと。「夏季大会」1～6年生の部と二重に登録、参加はできない。 

１．競技規定 本大会の開催趣旨を遵守のうえ、原則同一支部内でチーム編成し、支部長承認を受けて出場

すること。 

ただし、国立及び私学チームを編成する場合は同一校のみで編成すること。 

➀選手の在学校名及び学年は 2026年 4月 2日現在とする。 

➁チームは監督、コーチ、スコアラーと選手 10 名以上 25 名以内で編成すること。チーム

の代表者と監督、コーチは京都府内に在籍の社会人で、18 歳以上でなければならない。

また、うち 1 名以上が「JSBB 公認学童コーチ」の有資格者でなければならない。なお、

監督、コーチ、スコアラー、マネージャー、トレーナーは複数のチームを兼任できない。 

③チーム名は学校名をそのままつけることはできない。なお、チーム名が不適当な場合は、   

大会本部がチーム名の変更を求めることができる。また、連合チームは簡素化したチー

ム名にし「連合」を付けること。 

④出場資格に違反が生じた場合は、次の試合の終了までに（最終試合の場合は試合終了後

１時間以内に）違反を証明する書類を添えて、大会本部へ異議の申し立てをすること。 

⑤大会中に不測の事故などトラブルが生じた場合、大会本部の決定に従わないチームは失

格とすることができる。 

⑥参加申込の際に不正登録したチームや、試合の際に登録外の不正選手を出場させたチー

ムは、直ちに失格になるとともに、そのチームの代表者、監督、コーチ、スコアラー、マ

ネージャー、トレーナーは今後１年間学童野球チームの代表者、監督、コーチ、スコア

ラー、マネージャー、トレーナーとして登録することはできない。 

⑦連合チームのユニフォームは、新規に統一ユニフォームを制作する経費負担増を考慮し、

背番号の重複のみを避け、元のチームのユニフォームでの大会出場を認める。 

⑧選手は保護者が出場を承認したものしか申し込みができない。また、健康診断は各自必

ず受けておくこと。以上の処置は参加申し込みまでに代表者が責任をもって行うこと。 

   ※肩・肘の検診を受診のこと。 

⑨会場における事故、災害、負傷等については応急処置を行うが以降の責任は負わない。 

 ※チームの代表者は選手に「スポーツ傷害保険」などの傷害保険に加入のうえ参加申し

込みをすること。 

⑩本大会は、指名打者ルールを使用することができる。（ただし二刀流選手を採用しない） 

１．参加料 1チーム  12，000円 

１．申し込み 登録・参加申込書様式（エクセル）を京軟連ＨＰからダウンロードのうえ必要事項をイン

プットし、4月 27日（月）までに（一社）京都軟式野球連盟各支部指定のメールアドレス

に送付のうえで参加申し込み願います。 

登録料及び参加料は下記の各支部窓口まで納付願います。 

    

  上北支部 京都市北区鷹峯黒門町 22         トーアスポーツ店内 

  中京支部 中京区薬屋町 577-4    藤塚 俊次 方 

  右京下南支部 向日市寺戸町芝山 3-34  テクノスポーツ店内 

                右京嵯峨中山町 19        松山 伸次 方 

  左京支部 左京区岩倉三宅町 173-6  西村 治 方 

  東山支部 山科区西野山百々町 64-6  中本博 方 

 西京支部 西京区大原野西境谷町 4-5-8 天花寺  努 方                 

伏見支部 伏見区向島庚申町 45 観月湯   山田順二 方 

  乙訓支部 向日市寺戸町蔵ノ町 19-6         島野夕起男 方 

  宇治支部 長岡京市東神足 1-3-10         岩崎 馨 方 

  城陽支部 綴喜郡宇治田原町緑苑坂 36-17   川野 清隆 方 

 亀岡支部 亀岡市吉川町穴川背戸田 29 亀岡市都市緑花協会内 

亀岡市軟式野球連盟 

  綾部支部 綾部市若竹町 8-1  綾部市役所内  佐々木知聡 方 

  福知山支部 福知山市和久市 254         福知山支部事務所 

  舞鶴支部 舞鶴市野村寺 361-1         亀井裕幸 方 

  宮津与謝支部    宮津市字浜町 3000 宮津市民体育館内 橋本知記 方 

  丹後支部 京丹後市弥栄町吉沢 882          竹部 文隆 方 

 

１．抽選会 5月 22日(金) 午後 2時から京都新聞社内で代理抽選により組み合わせを決定する。 

※特別規則ほか注意事項等は各支部より周知いたします。 

※開会式については別途案内いたします。 

１．賞 優勝チームに優勝旗（持ち回り）、準優勝チームにトロフィー、第 3位チームに賞品ほかを

贈る。また、優勝・準優勝チームに「佐藤薬品工業旗第 10 回近畿学童 4 年生大会」      

（11 月 21 日～22 日：奈良県）・第 5 回里崎智也旗争奪少年軟式野球大会（徳島県）の出場

権が与えられる。 

１．後  援  京都府・京都市・京都府教育委員会・京都市教育委員会・京都府スポーツ協会・ 

  京都市スポーツ協会・京都市小学校スポーツ連盟（予定） 

１．協  賛 京都中央信用金庫 

大会参加にあたり別途連盟が定めるガイドラインを厳守のこと。 

【連絡先電話】  京都府軟式野球連盟事務局   075-671-6644 （平日の午前 10時～午後 5時） 

   携帯電話 ① 090-3942-6550 ② 090-3942-8660 ③ 090-2598-2699 

・雨天の場合でも、グラウンドが使用可能な場合は、試合を行います。必ず、現地を確認してください。 

・大会の映像、写真、記事、記録等は、主催者および主催者が承認した第三者が大会運営および宣伝等の目

的で、大会プログラム､ポスター等の宣伝材料､テレビ､ラジオ､新聞、雑誌､インターネット等の媒体に掲載

することがあります。 


